


３ 居宅介護支援について 

 ケアマネジャー１人あたり４０件を超えると、すべての件数に逓減が適

用される。このため、現在の規定では担当件数を低く抑えざるを得ないこ

とから、利用を断る場合がある。標準担当件数を超えた部分についてのみ

逓減を適用するなど、ケアプランの質を確保しつつ、利用者を確保できる

仕組みとすること。 

 

４ 介護予防支援について 

 現行の介護予防支援の報酬は月４００単位と低く、ケアマネジャー１人

分の人件費も賄えない状況にある。 

介護予防支援にかかる手間は、居宅介護支援と比較しても大きな差異が

ないことから、介護予防支援の報酬を引き上げること。 

 

５ 訪問介護について 

 訪問介護については、現行の２類型を基本とすること。 

 訪問介護の在り方や行為別の報酬体系の導入については、利用実態等を

踏まえて十分検討すること。 

 サービス提供責任者の業務や配置基準を見直すこと。 

 

６ 介護予防通所介護等について 

   介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーションの介護報酬は、月

単位の定額報酬となっており、月１回の利用や月途中に入院した場合でも

１か月分の報酬を請求できる仕組みとなっている。このことは利用者負担

や保険財政の面からも問題があるため、他のサービスと同様に回数や日数

単位の報酬体系に見直すこと。 

 また、アクティビティ実施加算や事業所評価加算は廃止し、基本報酬に

包括化すること。 

2 



７ 福祉用具貸与について 

 福祉用具貸与の品目や期間によっては、「貸与」の方が「購入」より多

くの給付費が支給されているケースが見受けられる。給付適正化の観点か

ら、福祉用具の貸与品目と購入品目を見直すこと。 

 また、貸与価格が実際の販売価格と比較してかなり高く設定されている

ことから、一定の上限を設けるなど、適切な貸与価格を設定すること。 

 

８ 小規模多機能型居宅介護について 

 小規模多機能型居宅介護については、事業者の参入が低調であり、整備

が進んでいないことから、報酬の水準について適切な見直しを行うこと。 

また、報酬体系については、月単位の定額報酬となっており、週１回程

度の利用や月途中で入院した場合であっても登録を解除しない限り、１か

月分の報酬を請求できる仕組みとなっている。このことは利用者負担や保

険財政の面からも問題があるため、回数や日数などの利用実績を基礎とし

た報酬設定に見直すこと。 

    

  ９ 特別養護老人ホーム等について 

 特別養護老人ホーム・老人保健施設の人員配置については、看護職員・

介護職員の最低配置基準が３：１となっているが、実際はサービスの質を

向上させるため、多くの施設で現行の基準を上回って配置している実態が

ある。３：１を上回る分については、報酬上評価する仕組みとすること。 

 また、 療養病床の再編に伴い、経管栄養や胃ろうなど医療ニーズのある

者が安心して入所できるよう受皿づくりが必要である。このため、介護療

養型老人保健施設への転換を進めるとともに、一定程度、特別養護老人ホ

ームと老人保健施設でも受け止められるよう、介護・看護体制の充実を図

ること。 
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１．調査目的
次期介護報酬改定に向けた本会の意見とりまとめ
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２．調査対象 【81市】
社会文教委員会委員市

及び
介護保険対策特別委員会委員市

３．調査期間
平成20年４月24日～５月15日

４．調査方法
調査表を郵送し、回答票をEメールにより回収した。

５．回答率
91.4％【８１市中74市から回答票を回収した。】

＊調査表のデータは、（回答数／74市）で除算し、小
数点第４位を四捨五入してある。


